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枚方京田辺環境施設組合可燃ごみ広域処理施設整備事業に係る 

環境影響評価準備書について(答申) 

 

        

 令和２年７月 17 日付け２環管第 209 号で諮問のことについて、別紙のとおり答申しま

す。 



別紙 

 

本事業は、京都府京田辺市の環境衛生センター甘南備園及び大阪府枚方市の穂

谷川清掃工場の後継施設として、両市が共同で甘南備園の隣接地に一般廃棄物処

理施設を整備するものである。 

事業の実施に当たっては、次のことに留意するべきである。 

 

１ 全般的事項 

（1） 準備書に記載されている環境の保全及び創造のための措置（以下「環境保全措

置」という。）を確実に実施するとともに、最新の環境保全技術を導入するなど、より

一層の環境影響の回避・低減等に努めること。 

(2) 事後調査を適切に実施し、その結果に基づき必要と認められるときには、さらに

適切な環境保全措置を講じ、環境影響の回避・低減等を図ること。 

(3) 環境保全措置が適切に実施されるよう、工事作業員や施設職員等の環境意識

の向上のための啓発活動を行うこと。 

(4) 今後、施設整備・運営事業者が性能発注方式に基づいて詳細な実施計画を行

う際には、本環境影響評価の結果を十分に反映させ、環境保全措置が確実に実

施されるよう徹底すること。 

 

２ 個別事項 

（１） 大気質 

ア 近傍に一般廃棄物の焼却施設が立地しており、この地域特性を踏まえた適切

な評価を行うため、東部清掃工場及び本施設からの排ガスの相互影響を考慮し

たシミュレーションを行い、その評価結果について、シミュレーションにおいて設

定した条件とともに評価書において示すこと。 

   イ  建設機械及び工事用車両並びに本施設及び施設利用車両による大気環境

への影響の回避・低減等に努めること。 

   ウ 工事による粉じんの飛散防止に努めること。 

（２） 騒音・超低周波音・振動 

  ア 工事用車両及び施設利用車両の走行ルートにおいて、騒音に係る環境基準

値を超過している地点があることから、事業の実施に当たっては、等価騒音レベ

ルだけでなく地域住民が認知しやすい最大騒音レベル等の予測結果も踏まえ

た上で、環境保全措置を確実に実施し、それらの車両による騒音の低減を図る

こと。 

イ  本施設の供用時において、その点検・整備等を徹底することにより、騒音・超

低周波音の低減に努めること。 



（３） 水質 

   ア 工事中における降雨による濁水流出防止及び本施設の供用時における雨水

の適切な管理に努めること。 

イ 本施設の供用時におけるプラント排水及び生活排水の下水道放流について、

下水処理施設の処理能力に留意し、万一にも下水処理後の放流水の水質に異

常を来すことがないよう、本施設を適切に稼働させること。また、適正な下水道放

流の確保に向けた関係機関との協議等の状況について、評価書において可能

な限り明らかにすること。 

（４） 動物・植物・生態系 

ア オオタカについて、親鳥への影響要因とひな鳥への影響要因とは異なるもの

であり、環境保全措置もそれぞれに応じて検討・実施すべきものであることから、

評価書においてこれらを区分して記載するとともに、必要に応じて専門家の助言

を受けて、当該環境保全措置を確実に実施すること。 

また、当該環境保全措置に関する検討経過を可能な範囲で評価書に記載す

ること。 

イ 敷地内の緑地については、周辺の環境との調和に努めること。 

ウ 動物、植物及び生態系に係る予測結果について、評価書においては、各種の

生態的知見を踏まえて検討した経過をより丁寧に記載するよう検討すること。 

（５） 景観 

本施設の建物や煙突等のデザイン及び色彩について、周囲の景観との調和に

努めること。 

（６） 廃棄物等 

ア 工事中に発生する廃棄物や土砂については、国の建設リサイクル推進計画等

を参照し、廃プラスチック類も含め、可能な限り再利用・再資源化に努めるととも

に、再利用・再資源化できないものに対しては適正処理を確保すること。 

イ 本施設の供用時の焼却灰やばいじんについては、燃焼管理による発生抑制や

再資源化等により、最終処分量の更なる削減を図ること。 

（７） 温室効果ガス等 

ア 本施設は長期間にわたって稼働するものであることから、将来を展望し、電動

化等による温室効果ガス排出量の少ない施設利用車両の率先的な導入を検討

すること。 

イ 温室効果ガスを極力低減するよう、省エネルギー型設備・機器の導入及び余

熱利用等を通じた地球環境への負荷低減に努めること。 
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